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都市計画道路の見直し 

４．１ 都市計画道路の整備状況 

４ 

・ 中心部は整備が進んでいるが､郊外部では未整備路線が多い。（未着手率：約 25％）(図 4.1)

・ 未着手路線の約 7割が都市計画決定後 30 年以上経過している。(図 4.1) 

表 4.1 都市計画道路整備状況 

  資料：今治市（今治広域、菊間）

図 4.1 都市計画道路の整備状況(H21.4 月末) H21.4 末時点  資料：今治市
図 4.2 都市計画道路の整備状況 

※今治広域・菊間は H21.4 末時点、その他は H20.3 末時点 
資料：えひめの都市計画

事業中
13.5km
11.4%

未着手
29.8km
25.1%

整備済み
75.6km
63.5%

うち30年以上
未着手
21.5km
18.0%

計画延長：118.9km

路線数
延長
（ｋｍ）

延長
（ｋｍ）

改良率
（％）

今治広域 71 118.63 75.25 63.4
菊間 1 0.30 0.30 100.0
今治市計 72 118.93 75.55 63.5
松山広域 84 215.45 132.17 61.3
東予広域（新居浜市・西条市） 55 204.43 91.20 44.6
四国中央 31 52.80 18.27 34.6
南予レクリエーション（宇和島市） 52 61.27 23.16 37.8
愛媛県計 370 740.40 369.45 49.9

計画決定 改良済み

都市計画区域

※ 

※ 長期未着手区間を除く 
事業実施が確定している路線を含む 

約 7 割 

今治港 

蒼社川 

← 至 松山市
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項     目 評 価 指 標 評  価  の  概  要 

路線の概要 ①都市計画決定の概要 ・路線の諸元である名称、起終点や決定の経緯、整備状況を確認 

②交通状況 ・現在の交通量や混雑度等を整理 

③沿道状況 ・沿道の用途地域の指定状況や主要な施設の状況等について整理 

対象路線の

現状把握 路線の現状 

④未着手の要因 ・既存資料を元に、未着手のまま整備されていない状況に至った要因について整理 

⑤自動車交通需要との整合 ・将来交通量と既計画の計画交通量の整合性を検証 
交通機能 

⑥交通混雑の緩和 ・当該路線の整備が交差点やボトルネック箇所などの渋滞箇所の解消に寄与するか検証 

⑦関連計画における位置づけ ・県の長期計画・市町の総合計画、都市計画区域マスタープラン等への位置づけを確認 

⑧広域ネットワークの形成 ・都市構造に対応したネットワークの形成の観点から検証 

⑨地区内のネットワークの形成 ・地区内への通過交通の排除や地区内交通の効率的な処理の観点から検証 
ネットワーク機能 

⑩アクセス機能 ・交通主要拠点や主要拠点、中心市街地へのアクセス機能の観点から検証 

⑪地域のまちづくり支援 ・中心市街地や沿道商店街の活性化、市街地の利用促進、観光振興や産業活動の支援等の観点から検証 

⑫公共交通の利用促進 ・公共交通の利用促進を支援する道路整備の観点から検証 

⑬都市環境機能 ・道路構造による沿道への影響の緩和や、広い歩道部の確保等の観点から検証 
地域のまちづくり 

⑭都市防災機能 ・災害時の緊急輸送道路等の防災ネットワークの観点や、避難路等の地域防災の観点から検証 

路線の必要

性の検証 

その他の独自指標 その他の独自指標 ・市町の特性・実情により、独自の評価項目を設定することができる 

代替路線の

検証 
代替路線 ⑮代替路線の有無 

・既存ストックを有効活用するため、「交通機能」「ネットワーク機能」「地域のまちづくりの必要性」それぞれ

について、当該路線の機能と同等の機能を有しているかの観点から代替路線の有無を検証 

⑯支障建築物 
・事業の実施が歴史的街並み・文化施設等に対してどの程度の影響を及ぼすのか、また、市街地の空洞化や地域分

断を招く恐れがあるかどうかの観点から支障要因の検証 現地状況 

⑰景観や自然環境への影響 ・周辺の生活環境や自然環境に多大な影響を及ぼすかどうか検証 

構造上の問題 ⑱道路構造令との整合 ・現行の道路構造令に基づいた道路幅員等の基準を満たしているか検証 

⑲住民からの要望（任意項目） ・沿道住民・地元住民の当該路線の整備に対する意向を検証 住民との合意形成

の見込み（任意項

目） 

⑳都市計画法 53 条許可状況 

（任意項目） 

・都市計画法第 53 条の許可件数や沿線のセットバック状況等の沿道利用状況を把握した上で、当該路線の整備や

変更・廃止の際にどのような影響を及ぼすか検証 

事業の実現

性の検証 

その他の独自指標 その他の独自指標 ・市町の特性・実情により、独自の評価項目を設定することができる 

 

 

都市計画道路の見直し 

４．２ 見直しの考え方（評価指標） 

４ 

・ 「愛媛県都市計画道路見直しガイドライン」（愛媛県土木部道路都市局都市計画課 平成

20 年３月）に基づき、都市計画道路の必要性の検証を行う。 

・ 道路の都市計画については、都市全体又は影響のある地域全体における都市計画道路の

必要性、既存道路等の代替路線の有効活用、事業の実現性等について総合的に検討を行

い、見直しの必要がある場合にはその変更理由を明らかにし、住民との合意形成を行っ

た上で都市計画の変更を行う。 

資料：「愛媛県都市計画道路見直しガイドライン」（愛媛県土木部道路都市局都市計画課 平成 20 年３月）

■「愛媛県都市計画道路見直しガイドライン」における見直しの基本姿勢 

■「愛媛県都市計画道路見直しガイドライン」における見直し評価指標 
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都市計画道路の見直し 

４．３ 見直しフロー 

４ 

・「愛媛県都市計画道路見直しガイドライン」を参考に、以下の手順で廃止路線の抽出を行う。

資料：「愛媛県都市計画道路見直しガイドライン」（愛媛県土木部道路都市局都市計画課 平成 20 年３月）

■ 都市計画道路の見直しフロー 

（参考）愛媛県都市計画道路見直しガイドラインにおける見直しフロー 

将来交通量推計 

 

２．見直し対象路線の検証・評価（区間別）
①対象路線の現状把握 

②路線の必要性の検証 

③代替路線の検証 

④事業の実現性の検証 

廃止候補路線 変更候補路線 存続候補路線

３．見直し方針の策定 
①将来交通量の再検証 

 廃止路線 変更路線 存続路線

都市計画変更の手続き 

□交通量調査 
・自動車ＯＤ調査 

４．住民の合意形成 
①パブリックコメント 

②住民説明会 

平成21年度

平成22年度
 

以  降 

１．見直し対象路線の抽出（路線別） 
［見直し対象路線］ 

・幹線街路である路線（区画街路を含む） 

・未整備区間を含む路線 

・事業着手の予定がない区間を含む路線 

□交通実態の整理 
・現況交通量の把握 

・見直し前の道路網の

将来交通量推計 

□交通実態の整理 
・見直しを反映した道

路網の将来交通量推

計 




